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■保育園とは
保育園とは、保護者が仕事をしていたり、病気にかかっていたり、又はその他の理由で保育が必要な場合に、

保護者に代わって保育することを目的とする児童福祉施設です。

したがって、保育園への入園は学校教育の一環として位置づけられている幼稚園への入園とは異なります。

申込みをされるかたは、このパンフレットをよくご覧になって手続きをしてください。

■認定について
・保育園の利用には、保育が必要な事由に応じた認定を受ける必要があります。

・認定を受けた方には「支給認定証」が交付されます。

（１） 認定区分

認定区分 対象となる子ども

２号認定 満３歳以上で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども（※）

３号認定 満３歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子ども（※）

※ 詳しくは、保育が必要な事由（Ｐ２）をご参照ください。

（２） 保育の必要量に応じた区分

・２号認定又は３号認定を受けるかたは、保育の必要量によって「保育短時間（主にパートタイムの就労等を想

定した８時間以内の利用）」と「保育標準時間（主にフルタイムの就労等を想定した１１時間以内の利用）」に

区分されます。

・保育必要量が１月において６０時間以上１２０時間未満の労働等を常態とする場合に「保育短時間」の区分

の認定を行うものとし、１月において１２０時間以上の労働等をすることを常態とする場合に「保育標準

時間」の区分の認定を行うものとします。

保育必要量 就労・従事時間

保育短時間 １月において１２０時間未満（下限時間６０時間）

保育標準時間 １月において１２０時間以上

※ 保育必要量の認定によって保育料が異なります。（保育料等一覧表：Ｐ１１・１２）
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■保育が必要な事由

事 由 具体的な保護者の状況 承諾期間

就 労

毎月６０時間以上（目安：毎月１５日以上かつ毎日４時間以

上）自宅内外で労働することを常態としている場合。

※内職は、収入要件（毎月３０,０００円以上）があります。

※農業は、年間を通じて農作業があり農業としての収入があ

ることが必要です。

入園の承諾開始日から子どもの

小学校就学前日までの期間内で

左の状態が継続すると見込まれ

る期間

産前産後 母親が出産前後である場合

出産予定日の８週間（多胎児の

場合は１４週間）前の属する月

の初日以降から出産日の８週間

後の属する月の末日まで

保護者の

疾病・障がい

保護者が病気、けが又は心身に障がいがあり、常に保育ができ

ない場合 入園の承諾開始日から医師等の

作成した診断書に記載されてい

る期間（期間の記載がない場合

は１０月末日まで）で、最長１

年
同居親族等の

介護・看護

疾病又は心身に障がいを有する同居親族等があり、保護者が

常時（目安：毎月１５日以上かつ毎日４時間以上）介護又は看

護にあたっている場合

※病院への送迎等では入園できません。

災害復旧 災害（火災、風水害、震災等）の復旧にあたっている場合

入園の承諾開始日から左の

状態が継続すると見込まれる期

間

就 学

学校教育法に基づく大学、専修学校、各種学校等に就学する

ことを常態としていること、又は職業能力開発促進法に基づ

く職業訓練等を受けていること（目安：毎月１５日以上かつ

毎日４時間以上）

入園の承諾開始日から在学証明

書等に記載されている期間（１

年ごとに更新）

保護者の

育児休業

育児休業取得時に３歳児クラス以上の子どもで保育園を利用

しており継続して保育が必要な場合、又は小学校就学までに

育児休業復帰し保育が必要となる場合

※０～２歳児クラスまでは入園できません。

※令和６年４月１日における年齢を基準とします（クラス年

齢早見表：Ｐ４）。

※育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）そ

の他の育児休業に関する法律の規定による育児休業」をい

います。

勤務先から交付された育児休業

の通知に記載されている終了期

間の前月末（育児休業終了日が

末日の場合は当月末日）まで

求職活動 就労する意志があり、求職活動に専念している場合

入園の承諾開始日から３か月以

内（産前産後、就学、育児休業

後は１か月以内）で左の状態が

継続すると見込まれる期間

※求職活動を事由として同一年

度内に入園できるのは３か月

が上限となります。

※ 「下の子に手がかかるため」、「来年小学校へ就学するため」、「集団生活に慣れさせるため」、「社会生

活を身につけるため」、「友達がいないため」というような理由では入園できません。

※ 保育が必要な事由に該当しなくなった場合には退園していただきます。
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■保育時間について
保育必要量の認定によって保育時間が異なります。

※ クラスを主体とした保育は、午前８時３０分から午後４時までです。

※ 実際の保育利用時間については、上記保育時間の範囲内で、就労時間等、保育が必要な時間に応じて、決め

させていただきます。

※ 標準時間認定の場合でも原則的な保育時間は１６時までとなり、必要な日に１６時以降も利用できるものに

なります。

※ 保育が必要な事由が育児休業、求職活動の場合は、午前８時から午後４時のみ利用できます。

▶延長保育園について 

・保護者の勤務形態や恒常的な残業等やむを得ない事情のため、さらに保育時間の延長が必要なお子さんに対して、

必要な日に限り延長保育を実施しています（延長保育料：Ｐ１２）。就労証明（申告）書等の提出がない場合は

利用できません。

・延長保育の利用は、事前に申込みが必要です。希望されるかたは、保育園にお問合わせください。

▶入園当初の保育時間

・初めて集団保育を経験されるため、生活環境の変化から疲労を感じるお子さんもいます。入園当初は相談の

うえ、お子さんが保育園に慣れるため、短い保育時間から始めること（「ならし保育」といいます。）があ

りますのでご了承ください。

▶土曜日の保育について 

・土曜日は、職員交替の勤務体制で保育園を開いていますが、ご両親のどちらかが土曜日が休日の職場に勤務

されている等、可能な場合は家庭保育のご協力をお願いします。

保
育
時
間

保育短時間

午前８時～午後４時 （平日）

午前８時～午後０時３０分 （土曜日）

保育標準時間①
午前８時～午後５時３０分 （平日及び土曜日）
Ｐ１４表中〇マーク園は土曜日午後０時３０分まで

保育標準時間② 午前７時～午後６時 （平日及び土曜日）
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■申込みできるかた
おおむね生後６か月以上のお子さん（発達状況によります）のうち、次の①②を満たすかた

① 入園時点で岡崎市にお住まいで住民登録があるかた（申込時点で市外在住のかたは入園日時点の岡崎市内の

住所が確定しているなど、岡崎市内に住所を有する予定が明らかな場合のみ申込可）

② 保護者（～６４歳）が仕事や病気等の理由で保育が必要な事由（Ｐ２）を満たす場合

＜参考＞クラス年齢早見表（令和６年度）

■申込みの手続きから入園の承諾まで

▶１次申込み（４月１日新規入園について） 

・求職活動を事由とする１次申込みはできません。求職活動が事由のかたは、２次申込みでお申込みください。

ただし、ひとり親世帯で児童扶養手当等を受給されているかた、令和６年４月末日までに就労開始すること

が決まっており内定先の証明の提出が可能なかたは、１次申込みができます。

・育児休業終了による復帰で申込みされるかたについては、４月末日までに復帰し、４月１日入園を希望する

場合に１次申込みができます。ただし３～５歳児に限り、就園中に育児休業が終了し復帰する場合は、復帰

時期を問わず１次申込みができます。

・市内の保育園・こども園から転園を希望されるかたは、在籍園に令和６年３月末までに退園する旨の退園届

を申込期間中に提出してください。

１．申込み（９月２２日～１０月２日）

・以下の書類を園で配布します。

① 保育園・認定こども園入園申込書

② 認定（変更）・交付申請書

③ 祖父母の状況票

④ 各種証明書類（必要書類：Ｐ９・市ホームページからダウンロードできます）

⑤ 児童の健康状況等調査票

クラス年齢 子どもの生年月日 クラス年齢 子どもの生年月日

０歳 令和５年４月２日以降の生まれ ３歳児（年少）
令和２年４月２日 ～

令和３年４月１日生まれ

１歳
令和４年４月２日 ～

令和５年４月１日生まれ
４歳児（年中）

平成３１年４月２日 ～

令和２年４月１日生まれ

２歳
令和３年４月２日 ～

令和４年４月１日生まれ
５歳児（年長）

平成３０年４月２日 ～

平成３１年４月１日生まれ
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・希望する園に取りに行き、すべての書類を申込期間中に提出してください（④のみ、就労先の事情で期

間内の提出ができない場合は、１０月１３日までに提出してください）。

・申込みできるのは１園のみです。

・提出される際は、マイナンバーの確認を行いますので、提出される保護者のかたのマイナンバーカード

又は通知カードと写真付きの身分証明書を持参してください。

２．面接（１０月下旬～１１月中旬）

・各園で面接を行いますので、必ず入園希望のお子さんと保護者が出席してください。

・面接の際は、入園後の保育の参考にするため、母子健康手帳を持参してください。

・提出いただいた書類等を参考に、世帯の状況、保育が必要な状況及び児童の発達状況等を確認します。

・申込多数の場合、選考となります。

・各園・クラスの選考有無は市ホームページで公表予定です。

・選考がない場合は、提出していただいた証明書類等及び面接で、保育が必要な事由を満たしていること

を確認したうえで、入園予定者となります。

・選考がある場合は、第２希望以降の園等を調査する「１次申込み意向調査票（※）」を面接の際に提出

してください。

※ 面接時に園で配布しますが、選考有無の公表後に市ホームページからもダウンロードできます。

※ 第２希望以降の園は、申込締切時点で空きのある園（市ホームページで公表予定）から選択していただ

きます。

※ 入園先が決まらなかった場合の、空待ちの希望について記入欄があります。第１希望園とその他の市内

全園のうち１園（計２園）で空待ちを希望するか記入できます。令和６年２月末日までに空きが出た場

合は、順にご案内します。

３．選考・入園調整（１１月下旬～１２月中旬）

・保育所利用調整基準（市ホームページ参照）により、保育が必要な状況を総合的に判断します（申込内

容の確認をする場合があります）。

・選考となったかたには、１２月中旬頃に選考結果通知を送付します。

４．入園決定

・入園が決定したかたには、市から保護者宛に２月上旬頃「支給認定証」、「入所（園）承諾書」を交付

します。
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▶２次申込み（４月１日新規入園）について 

・１次申込みの入園調整後、空きのある園・クラスに申込みできます。

・１次申込みの結果、入園先が決まっているかたの２次申込みはできません。ただし、入園を辞退した場合は

２次申込みができます。

・育児休業終了による復帰で申込みされるかたについては、４月末日までに復帰し、４月１日入園を希望する

場合に２次申込みができます。ただし３～５歳児に限り、就園中に育児休業が終了し、復帰する場合は、復

帰時期を問わず２次申込みができます。

・２次申込みは、求職活動が事由のかたも申込みができます。

・市内の保育園・こども園から転園を希望されるかたは、在籍園に令和６年３月末までに退園する旨の退園届

を申込期間中に提出してください。

１．申込み（１月初旬～中旬）

・１月初旬に２次申込対象園について「空き状況一覧」を市ホームページに公表します。

・空き状況一覧をご確認いただき、空きがある園に申込みが可能です。

・以下の書類を園で配布または岡崎市ホームページからダウンロードできます。

① 保育園・認定こども園入園申込書

② 保育の状況調査票

③ 祖父母の状況票

④ 各種証明書類（必要書類：Ｐ９）

⑤ ２次申込み意向調査票（※）

・希望する園に取りに行き、すべての書類を申込期間中に提出してください。

・申込みできるのは１園のみです。

※ 第２希望以降の園を、２次申込対象園から選択していただきます。

２．選考・入園調整（１月末～２月初旬）

・申込多数の場合、選考となります。

・保育所利用調整基準（市ホームページ参照）により、保育が必要な状況を総合的に判断します。（申込

内容の確認をする場合があります）。

・２月初旬頃に申込者全員に選考結果通知を送付します。

３．面接（２月中旬）

・入園予定となったかたは各園で面接を行いますので、必ず入園希望のお子さんと保護者が出席してくだ

さい。

・面接の際は、入園後の保育の参考にするため、母子健康手帳を持参してください。

・提出いただいた書類等を参考に、世帯の状況、保育が必要な状況及び児童の発達状況等を確認します。

４．入園決定

・入園が決定したかたには、市から保護者宛に３月上旬頃「支給認定証」、「入所（園）承諾書」を交付

します。
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▶年度途中入園について 

・育児休業終了による復帰で申込みされるかたについては、入園月末日までに復帰する場合、申込みができま

す。ただし３～５歳に限り、就園中に育児休業が終了し復帰する場合は、復帰時期を問わず入園の申込みが

できます。

・市内の保育園・こども園に在園又は入園決定しており、転園を希望する場合も申込みできます（入園決定後

速やかに在籍園へ退園届を提出する必要があります）。

１．申込み（入園希望月の前々月の初旬～中旬）

・入園月の前々月の５日頃に、入園月の各園の空き状況を「空き状況一覧」として市ホームページに公表

します。空き状況一覧をご確認いただき、空きがある園・クラスに申込みが可能です。

・申込期間や申込方法については、市ホームページをご確認ください。

２．選考・入園調整

・申込多数の場合、選考となります。

・保育所利用調整基準（市ホームページ参照）により、保育が必要な状況を総合的に判断します（申込内

容の確認をする場合があります）。

・選考結果につきましては、入園前々月末頃に発送します。

３．面接

・入園予定となったかたは各園で面接を行いますので、必ず入園希望のお子さんと保護者が出席してくだ

さい。

・面接の際は、入園後の保育の参考にするため、母子健康手帳を持参してください。

・提出いただいた書類等を参考に、世帯の状況、保育が必要な状況及び児童の発達状況等を確認します。

４．入園決定

・入園が決定したかたには、入園前月２５日頃に「支給認定証」、「入所（園）承諾書」を交付します。
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▶その他の注意事項等 

＜申込みについて＞

・申込みできるのは１園のみです（複数園申込みされた場合は無効となることがあります）。

・申込後に、就労時間の変更等、保育が必要な事由の内容に変更があった場合は、申込園（入園予定園）に

速やかに連絡してください。

＜選考について＞

・選考時と入園時で状況が変わり、利用調整の点数が変わった場合、入園決定を取り消すことがあります。

＜認可外保育施設、企業主導型保育施設等を利用されているかたへ＞

・認可外保育施設、企業主導型保育施設等を利用されているかたは、保育園との併用ができない（給付が受

けられない）場合がありますので、期間が重複する場合は事前に保育課へお問合せください。（例：４月

１日に保育園入園が決定していて、入園式前日まで認可外保育施設を利用する等）。

＜利用負担額決定通知について＞

・利用者負担額は税額により決定します（保育料等一覧表：Ｐ１１・１２）

・「利用者負担額決定通知書」は入園月中旬頃にお渡しします。

＜育児休業延長のために保育園へ入園できなかった証明が必要なかたへ＞

１歳以降の育児休業期間の延長を勤務先に申請するため、「保育が行われないことを証明できる書類」が必

要なかたは、１次申込み及び２次申込み（４月１日新規入園申込み）、年度途中入園申込みについて、各園

に申込みをしないようお願いします（入園決定後に辞退した場合、以後の利用調整において不利になる場合

があります）。

・育児休業延長のための証明（入園不承諾通知書）の発行手続きは、保育課窓口又は

市ホームページから電子申請することができます。育児休業復帰日の属する月の

１～２か月前に、入園希望月の空き状況をご確認の上、申請をしてください。

・電子申請は右のＱＲコードを読み取り、ホームページの注意事項をご確認の上、

手続きをしてください。

・窓口申請・電子申請いずれの場合にも、手続きの際は以下のとおり、お子さんと一緒にお住まいの保護者

全員の証明書類が必要です。

① 保護者のうち、育児休業中のかたについて

勤務先が発行する「育児休業の期間が分かる辞令、もしくは育児休業の決定通知書等」（「育児休業を取

得されているかたの氏名」「育児休業の期間」「勤務先の名称」「勤務先の社印（代表者自筆の場合を除

く）」が記入されているもの）の提出が必要です。該当する通知をお持ちでない場合は、「育児休業状況

書（育休延長用）」の様式に勤務先で証明を受けてください。

② 保護者のうち、育児休業中でなくお子さんと一緒にお住まいのかたについて

保育を必要とする理由を証明する書類の提出が必要です。保育を必要とする理由に応じて提出する証明

書類が異なります。（各種証明書類：Ｐ９）
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■入園申込みに必要な書類

４月１日入園と年度途中入園で、手続きに必要な書類が異なります。必要書類がすべて揃っていない場合

は申込みできません。

▶１次申込み・２次申込み（４月１日新規入園）に必要な書類 

① 保育園・認定こども園申込書

② 認定（変更）・交付申請書（２次申込みの際は、面接時に提出）

③ 保育の状況調査票（２次申込のみ）

④ 祖父母の状況票

⑤ 児童の健康状況等調査票（２次申込みの際は、面接時に提出）

⑥ 各種証明書類（下表参照）

保育を必要とする事由 証 明 書 類

就労

外勤 就労証明（申告）書（※１）、育児休業復帰による入園は育児休業等状況書（※２）

法人の代表者
就労証明（申告）書と直近の源泉徴収票の写し

（源泉徴収票がない場合、法人の設立届出書の写し）

個人事業主
就労証明（申告）書と事業主の直近の確定申告書Ｂ第１票第２票の写し

（開業して間もなく確定申告をしていない場合は開業届の写し）

専従者
就労証明（申告）書と事業主の直近の確定申告書Ｂ第１票第２票の写し

（確定申告をしていない場合、青色事業専従者給与に関する届出書の写し）

親族の事業に従事 就労証明（申告）書と直近の給与明細の写し

内職 内職・農業申告書と直近３か月分の給与明細の写し

農業 内職・農業申告書

産前産後
就労外申立書

（提出の際、母子健康手帳又は出産（予定）証明書の提示が必要です）

保護者の疾病・障がい

同居親族等の介護・看護

就労外申立書と医師等の作成した、家庭での保育ができない旨の書かれた診断書等

（内容によっては入園基準に合わず、入園できない場合があります。）

就学 就労外申立書と在学証明書とカリキュラム等

保護者の育児休業 育児休業の通知の写し

災害復旧 就労外申立書と罹災（りさい）証明書

求職活動（※３） 就労予定申立書・証明書（※２）

（※１）申込後入園月末日までに転職することを予定されているかたは、現在の職場の就労証明（申告）書に

加え、退職（予定）証明書と転職先の就労予定申立書・証明書を提出してください。

（※１）国の就労証明書（標準的な様式）を使用しても構いません。

（※２）就労を開始したら速やかに就労証明（申告）書を提出してください。

（※３）求職活動のかたは、１次申込はできません（内定先の証明を提出できるかた、ひとり親世帯で児童扶

養手当等を受給されているかたは１次申込み可）。
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⑦ 収入・税額の確認ができる資料

以下の（１）～（３）に当てはまる場合は、収入・税額の確認ができる資料を面接時に提出してください

（いずれの場合にも該当しないかたは提出不要です）。

（１）令和５年１月１日現在の住所が国外のかた

令和４年分自己申述書を提出してください（様式は各園でお渡しします）。

（２）令和６年１月１日現在の住所が国外のかた

令和５年分自己申述書を提出してください（様式は各園でお渡しします）。

（３）認定（変更）交付申請書にマイナンバーの記入がないかた

所得（課税）証明書等の税資料を提出してください。

▶年度途中の入園に必要な書類 

Ｐ９の①～⑥が必要です。②「認定（変更）・交付申請書」は、入園決定後に結果通知とともにお渡しします。

②・⑦の書類は入園決定後速やかに提出してください。詳細は市ホームページをご覧ください。

■保育料等について
保育にかかる経費の一部を各家庭で負担していただきます。

▶保育料の決定 

・保育園、認定こども園を利用する３～５歳児クラスまでの全てのお子さん、及び市町村民税非課税世帯の

０～２歳児クラスまでのお子さんを対象として保育料は無償です。（延長保育料は対象外です。）

・保育料は、保護者（父・母）又は同居の祖父母の市町村民税の額に応じて決定します。

・令和６年４～８月分の保育料については、令和５年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。

９月以降の保育料について、令和６年度市町村民税の額から決定し、保育園から通知します。

・前年所得がなかった場合でも、税法上の被扶養者でないかたは、申告が必要となります。市民税課（東庁舎

３階）で申告してください。

▶保育料の納入について

・保育料は毎月末日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に口座振替または納付書により納入していただき

ます。

・保育料等を滞納されると退園していただく場合があります。

▶その他 

・お休みによる保育料の減免はありません。

・３～５歳児クラスのお子さんは給食費が必要となります（公立保育園は保育料と同様の納入方法で市が徴収し、

私立保育園は各園が徴収します。）

・保育料とは別に保育園ごとに教材費実費等が必要となる場合があります。

10



■保育料等一覧表
・年齢区分はクラス年齢（クラス年齢早見表：Ｐ４）で算定します。年度途中で年齢が変わっても保育料は変わ

りません。

・みやこ幼稚園・やはぎみやこ認定こども園の保育時間・給食費・延長保育料等は、保育園と異なります。各園

にお問合せください。

１ 一般保育料（０・１・２歳児クラス）（※１）

（※１）月途中に退所された場合は、規定により日割となります。

２ 給食費（３・４・５歳児クラス）（※１）

（※１）令和５年７月時点の令和６年度予定額です。給食費については、実費を徴収する関係上、金額を変更するこ

とがあります。

（※２）Ｐ１３の（ア）～（ウ）に該当する世帯です。

階 層 区 分

金額（月額 単位：円）

保育短時間

(午前８時～午後４時)

保育標準時間①

(午前８時～午後５時３０分)

保育標準時間②

(午前７時～午後６時)

Ａ 生活保護世帯 ０ ０ ０

Ｂ 市町村民税の非課税世帯 ０ ０ ０

Ｃ
市町村民税の所得割が非課税

である世帯（均等割りのみ課税）
７，７００ ８，７００ ９，７００

Ｄ０
市町村民税の所得割額が

48,000 円未満の世帯
９，３００ １０，３００ １１，３００

Ｄ１
〃 48,000 円以上

64,000 円未満の世帯
１１，６００ １２，６００ １３，６００

Ｄ２
〃 64,000 円以上

83,000 円未満の世帯
１６，５００ １７，５００ １８，５００

Ｄ３
〃 83,000 円以上

115,000 円未満の世帯
２１，２００ ２２，２００ ２３，２００

Ｄ４
〃 115,000 円以上

141,000 円未満の世帯
２７，１００ ２８，１００ ２９，１００

Ｄ５
〃 141,000 円以上

170,000 円未満の世帯
３３，０００ ３４，０００ ３５，０００

Ｄ６
〃 170,000 円以上

208,000 円未満の世帯
４０，４００ ４１，４００ ４２，４００

Ｄ７
〃 208,000 円以上

330,000 円未満の世帯
４５，４００ ４６，４００ ４７，４００

Ｄ８ 〃 330,000 円以上の世帯 ４８，０００ ４９，０００ ５０，０００

階 層 区 分
小学校就学前の子どもの中で

第１子・第２子 第３子以降

Ａ～Ｄ１
市町村民税の所得割が

６４，０００円未満の世帯 ８００円/月

（主食費：８００円/月、副食費：免除）

Ｄ２

階層

６４，０００円～

８３，０００円

未満の世帯

各種手当等（※２）

受給世帯

上記以外の世帯 ６，２００円/月

（主食費：８００円/月、

副食費：５，４００円/月）Ｄ３～Ｄ８

階層
８３，０００円以上の世帯

階層区分の確認方法は

（階層区分：Ｐ１２）を参照してください。
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３ 延長保育料

利用されるかたは、一般保育料に次の金額が加算されます（Ａ、Ｂ階層の世帯は延長保育料を徴収しません）。

〇保育短時間認定の場合

区 分 保育時間 金額（月額 単位：円）

延長Ａコース 午前８時～午後５時３０分（平日のみ） １，０００

延長Ｂコース 午前７時～午後６時（平日及び土曜日） ２，０００

延長Ｃコース 午前７時～午後７時（平日及び土曜日） ３，０００

〇保育標準時間②の認定の場合（延長保育が必要な場合は保育標準時間①の認定になることはありません）。

区 分 保育時間 金額（月額 単位：円）

延長Ｄコース 午前７時～午後７時（平日及び土曜日） １，０００

４ 保育料・給食費算定の切替時期

令和６年４月～８月 令和６年９月～令和７年３月

市町村民税

令和５年度分

（令和４年１月～12 月の

所得にかかる市町村民税）

令和６年度分

（令和５年１月～12 月の

所得にかかる市町村民税）

５ 階層区分

・階層については５月・６月頃に市町村民が配布（特別徴収のかたは職場を通じて配布）する市民税・県民税

の決定通知書又は課税証明書（控除額の記載があるもの）でご確認いただけます。修正申告等された場合は、

最新のものでご確認ください。

・市町村民税額は配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除、配当割額又は株式

等譲渡所得割額の控除等をする前の額となります。

・市民税が課税されていないかた、未申告のかたは通知がありません。

期（月）
保育料等の

算定の基礎となるもの
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■保育料の軽減について

▶お子さんの属する世帯がＣ～Ｄ２階層の場合、次の表のとおり保育料が軽減されます。

（ア）保護者が児童扶養手当、遺児手当又は母子家庭等医療費助成を受けている世帯

（イ）身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けているかたのいる世帯

（ウ）特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金又はこれに準ずる年金の支給を受けているかたのいる世帯

▶きょうだいが同時入園している場合の保育料軽減について（延長保育料の軽減はありません。）

①同一世帯から複数のお子さんが保育園に同時に入園している場合に、年齢が下のお子さんの保育料が軽減され
ます。

②同一世帯から複数のお子さんが保育園と幼稚園等を同時利用している場合、保育園に入園している年齢が下
のお子さんの保育料が軽減されます。

※ 幼稚園等とは、市内・市外問わない幼稚園（３歳の誕生日～対象）、認定こども園、地域型保育事業、企業
主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設通所部、障がい児
通所支援事業所をいいます。

※ ②について「幼稚園の同時利用による保育園料金軽減申出書」の提出が必要となります。

※ 幼稚園料金については幼稚園にお問合せください。

※ 兄が保育園に通園、妹が幼稚園に通園の場合は、保育園保育料の軽減対象になりません。

▶第３子の保育料軽減について（延長保育料の軽減はありません。）

１８歳に到達する日以降の最初の３月３１日までの間にあるお子さんを３人以上養育している世帯で、第３子
以降の０・１・２歳児（クラス年齢早見表：Ｐ４）が保育園に入園している場合は保育料が軽減されます。

▶多子世帯の保育料軽減について（延長保育料の軽減はありません。）

複数のお子さんを養育しているＣ～Ｄ１階層の世帯は、お子さんに年齢に関わらず保育料が軽減されます。

対象 Ｃ～Ｄ２階層

第１子
（ア）～（ウ）に該当するとき

０～２歳児 ２，０００円

第２子以降
（ア）～（ウ）に該当するとき

無 料

対象 保育料

最も年齢の高い子ども 保育料一覧表の額

次に年齢の高い子ども 保育料一覧表の半額

その他の子ども 無 料

保育料階層区分 保育料

Ｄ２～Ｄ５階層 無料

Ｄ６～Ｄ８階層 保育料一覧表の半額

対象 保育料

第１子 保育料一覧表の額

第２子 保育料一覧表の半額

第３子以降 無 料
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■保育園一覧表

（※１）３歳児以上対象 （※２）３歳未満児のみ対象

（※３）現在休園中のため、令和６年４月入園の申込みは形埜保育園で受け付けます。

なお、令和６年４月入園希望者が一定数に満たない場合、引き続き休園となる予定です。

区域 園名 区分 TEL 所 在 地 開所時間

中
央
区
域
（
一
号
線
の
北
）

井田保育園 公立 ２１－５６９５ 井田町１丁目１０９－７ 〇
稲熊保育園 公立 ２１－５０１８ 稲熊町字宮下５９ ◎

梅園こども園（※１） 公立こ ２２－０４６９ 梅園町字２丁目６番地１ 〇

城北保育園 公立 ２３－５６００ 八帖北町４－９ ◎

燕ヶ丘保育園 私立 ２１－２７５８ 中町字野添２５－１９ ◎

常磐保育園 公立 ４６－２２０８ 滝町字入ノ谷３－４ ◎

八帖保育園 公立 ２３－２９１１ 八帖北町２１－１ ◎

広幡こども園（※１） 公立こ ２１－３７２３ 広幡町１１番地４ 〇

元能見保育園 私立 ２２－６３９５ 元能見町１５２－１ ◎

八十塚保育園 私立 ２１－４８５７ 鴨田町字南魂場２－１ ◎

るんびにー保育園 私立 ２１－８５２６ 能見通１丁目９３ ◎

(

一
号
線
の
南)

中
央
区
域

大西保育園 公立 ２１－５５０９ 大西一丁目５ ◎

奈良井保育園 公立 ５３－７３６６ 竜美南二丁目８－１ ◎

根石保育園 公立 ２２－４２３７ 栄町４丁目１３０－１ ◎

六名保育園 私立 ５１－５４３９ 六名二丁目９－３ ◎

六名南保育園 公立 ５２－４１００ 六名南二丁目７－７ ◎

明徳保育園 私立 ２２－０４７４ 明大寺本町３丁目３３ ◎

岡
崎
区
域

浄華保育園 私立 ６４－７７７０ 若松町字西之切４７番地２ ◎

白鳩保育園 私立 ５１－５０３５ 針崎町字朱印地３ ◎

南部乳児保育園（※２） 公立 ５５－０４１５ 羽根西新町５－３ ◎

福岡保育園 公立 ５１－９１１７ 上地町字丸根４７－２ ◎

福岡南保育園 公立 ５１－９１４４ 福岡町字下高須３８ ◎

みやこ幼稚園 私立こ ５３－０１６１ 上地町字道ノ後３０番地 □

みなみ保育園 私立 ５１－３３５２ 戸崎町字壱丁田５１ ◎

若松保育園 公立 ５１－７１３１ 若松東二丁目１－１ ◎

矢
作
区
域

北野保育園 公立 ３１－４５７５ 北野町字山下７１－１ ◎

島坂保育園 公立 ３１－６０００ 島坂町字川田５５－１ 〇

中園保育園 公立 ３１－２７８３ 中園町字大ヱ２９－１ 〇

矢作こども園（※１） 公立こ ３１－３５３６ 矢作町字西河原４９番地 〇

矢作保育園 私立 ３１－２３５４ 矢作町字馬場４ ◎

矢作西保育園 公立 ３１－５５０２ 西本郷町和志山１０１－４ 〇

矢作南保育園 公立 ３１－５２７７ 大和町字中切２９－１ ◎

やはぎみやこ認定こども園 私立こ ３２－８１００ 富永町字平田１０番地１ □

渡保育園 私立 ３２－２４７７ 渡町字善国寺３５－２ ◎

岩
津
区
域

岩津保育園 私立 ４５－５５２５ 岩津町字東山２９－２ ◎

岩松保育園 公立 ４５－３５３２ 奥殿町字根屋敷１１ 〇

大樹寺保育園 公立 ２２－５１４４ 鴨田町字広元１４－１ ◎

大門保育園 私立 ２４－６４０２ 大門四丁目４－２ ◎

百々保育園 公立 ２２－２０７６ 河原町１５－１ ◎

細川保育園 公立 ４５－２５０１ 細川町字長原４７－６ ◎

大
平
区
域

岡保育園 私立 ５１－２７９５ 岡町字大谷口７－１ ◎

男川保育園 私立 ２４－６６５１ 丸山町字ハサマ１７－２ ◎

秦梨保育園 私立 ４７－２２２２ 秦梨町字遠行２４ ◎

美合保育園 私立 ５１－２３０５ 美合町字平地４ ◎

緑丘保育園 公立 ５３－９６１７ 緑丘三丁目５－３ ◎

六
ツ
美
区
域

中島保育園 私立 ４３－４６４８ 中島町字町後８６ ◎

むつみ保育園 私立 ５２－９３５９ 法性寺町字色子１６ ◎

むつみ北保育園 私立 ５２－２６６７ 土井町字柳ヶ坪８ ◎

六ツ美中保育園 公立 ４３－２６６０ 下青野町字祐知３５ 〇

六ツ美西保育園 公立 ５２－１４９２ 中之郷町字元山乙２１－５ ◎

六ツ美南保育園 公立 ４３－２６４５ 中島東町二丁目４ 〇

東
部
・
額
田
区
域

藤川保育園 公立 ４８－２０３４ 藤川台３丁目１－５ ◎

本宿保育園 公立 ４８－２６５４ 本宿町字丸山腰１７ ◎

山中保育園 公立 ４８－２１１３ 舞木町字向市場６０ ◎

竜谷保育園 公立 ５２－４１０５ 竜泉寺町字笹口５ 〇

形埜保育園 公立 ８４－２０３１ 桜形町字東田５－１ ◎

下山保育園（※３） 公立 ８４－２８６０ 保久町字中村７０－１ 〇

豊富保育園 公立 ８２－３０３９ 樫山町字西原９８－２ ◎

宮崎保育園 公立 ８３－２３７０ 石原町字淀野２１ 〇

休園日

●国民の祝日に関する法律に定める休日

●日曜日

●１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで

開
園
時
間

〇マーク
午前８時～午後５時３０分（平日）

午後８時～午後０時３０分（土曜日）

◎マーク 午前７時～午後７時 （平日及び土曜日）

□マーク 午前７時～午後６時３０分（平日及び土曜日）
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■入園後の手続き
▶現況届の提出 

保育が必要な事由に引き続き該当していることを確認するために、年に１回（１０月～１１月）保育園への入

園理由を証する書類（就労証明（申告）書、診断書等）を提出していただきます。

▶変更届など 

次に該当する場合は、速やかに保育園へ届出をしてください（各種様式は、保育園にあります。 保育料に

関わる届出については届出提出後翌月から変更となります）。

保育料口座振替納付の開始・中止・

口座変更をする場合

市町村民税の修正申告等により税額が

変更した場合

就労先を変更したが、保育が必要な状

況は変わらない場合

承諾期間を満了したが、引き続き

同じ理由で入園が必要な場合（看護が

続いている場合

就労予定であったが、就労を開始した

場合

外勤等で入園しているが、母親が

出産を控え、産前産後も保育を必要

とする場合（育児休業を取得する場

合）

家庭で保育が可能となった場合

家庭状況に変更があった場合

（出産・死亡・結婚・離婚等）

保育園を退園となりますので、「保育園又は認定こども園 退園・

入園申込辞退届」を提出してください。

「認定(変更)・交付申請書」(住所変更)を提出してください。

保育園を退園となりますので、「保育園又は認定こども園 退園・入園

申込辞退届」を提出してください。

「認定（変更）・交付申請書」を提出してください。

別途書類の提出が必要になる場合もあります。

「岡崎市口座振替届」を園で受け取り、金融機関へ提出してくださ

い。開始には１・２か月かかる場合があります。

保護者がひとり親の手当等受給、

または在宅障がい者のいる世帯と

なった（でなくなった）場合

保育料が変更になる場合がありますので、保育課に申し出てくださ

い（変更は申し出があった翌月から）。

「認定（変更）・交付申請書」と「就労証明（申告）書」を

提出してください。

継続している理由がわかる書類（診断書等）を提出して

ください。

「就労証明（申告）書」を提出してください。

産前産後各８週間を保育が必要な状況として保育園への継続在籍

が可能です。「就労外申立書」（提出の際、母子健康手帳又は出産

（予定）証明書の提示が必要です。）を提出してください。

その後、育児休業を取得する場合は、継続入園ができない場合があ

りますのでご注意ください。詳しくは、保育園又は保育課にお問合

せください。

仕事を辞めた場合
認定変更又は保育園を退園となります。「認定（変更）・交付申請

書」又は「保育園又は認定こども園 退園・入園申込辞退届を提出

してください。

「認定（変更）・交付申請書」を提出してください。

市内で転居した場合

市外に転出した場合
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■子育て支援センターのご案内

●場 所 岡崎市八帖北町４番地９（城北保育園３階） 育児相談等電話受付

●電 話 ２６－０７０６ （すくすくテレホン）

●開設日 月～土曜日 ９時３０分～１６時 月～土曜日 ８時３０分～１７時１５分

（祝日を除く） （祝日を除く）

●事業内容

申込みが不要の催しもありますので、ぜひ遊びに来てください。

●事業案内

地域で安心して子育てができるよう、気軽に集い一緒に遊びながら交流できる場です。

各地区子育て支援センターには専用のプレイルームがあり、園庭の一部（各地区子育て支援センターで異なる）

で遊ぶことができます。

また、「初めてママのためのひろば」やミニ講座を実施しています。

利用方法等詳細は、各実施園にお問合せください。

●開設日

月～金曜日（祝日を除く）

相談受付：８時３０分～１５時３０分

●実施園情報

利用者支援事業・育児相談

すくすくテレホン（電話相談）、来所相談、手紙・ＦＡＸ相談、出張相談（地域交流センター）

・育児や就園について保育コンシェルジュが相談を受けています。

情報の提供 子育て講座の開催

子育て情報紙「すくすく」毎月発行

配布先：各子育て支援センター・市役所

保健所・市民センター・りぶら他

詳しくは、子育て情報紙「すくすく」又は

岡崎市ホームページで（「すくすく」で検索）

お知らせします。

サークル育成・支援 子育て人材バンク

友だち作りをしたい！悩みを聞いてほしい！

おしゃべりを楽しみたい！そんなお母さんたちが

集まって“サークル”を作っています。

関心のあるかたはご連絡ください。

絵本の読み聞かせ、人形劇、手遊び等の子育てに

関する技能や知識を活かしたいかたはご登録くだ

さい。派遣が必要な場合もお問合せください。

初めてママのためのひろば 詳細は総合子育て支援センターまで

お問合せください。

℡２６－０７０６

パパのためのひろば

ようこそ岡崎～転入ママの集い～

実施園 住 所 ＴＥＬ 遊びの実施日 プレイルーム利用時間

岩松保育園 奥殿町字根屋敷１１ ４５－１４８８ 月・火・木

午前９時３０分～午後２時３０分

六ツ美中保育園 下青野町字祐知３５ ４３－０８４１ 月・水・金

竜谷保育園 竜泉寺町字笹口５ ５２－５４５５ 月・火・木

島坂保育園 島坂町字川田５５－１ ３１－６７６６ 月・水・金

豊富保育園 樫山町字西原９８－２ ８２－４８８８ 月・水・金
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よくあるＱ＆Ａ

学区以外の

保育園に入園する

ことができますか？

軽い障がいがありますが

入園する保育園は

ありますか？

食物アレルギーへの

対応は

できますか？

病み上がりの子どもを

預けることはできますか？

祖父母と同居していま

すが、保育料の算定の

対象となりますか？

ひとり親家庭ですが

保育料の免除は

ありますか？

公立と私立の

保育園の違いは

ありますか？

市内の保育園であれば、どこの保育

園でも入園可能です。例えば、家の

近くではなく、職場に近い保育園に

入園するかたもいます。

おおむね３歳以上の中・軽度の障がい児保育を実施して

いますが、集団保育が可能であるか等を面接し、入園

の可否を決定します。入園可能なかたでも希望保育園以

外に入園していただく場合があります。

医師の診断書が必要です。除去食の提供に

あたっては、各園の状況により、弁当の持

参となる場合もあります。詳しくは、保育

園へお問合せください。

八帖保育園及び岡崎げんき館、病児・病後児保育室
モンタミアで病気の回復期にある乳幼児をお預かり
する病後児保育事業を実施しています。

詳しくは総合子育て支援センター（２３－２９３１）
又は岡崎げんき館（６５－３８００）、病児・病後児保
育室モンタミア（７１－１７００）にお問合せください。

保護者（父・母）に市町村民税の課

税があれば、祖父母は算定の対象

となりません。ただし、保護者に市

町村民税の課税がない場合は、祖

父母の市町村民税の額が算定の対

象となります。

保育料は、公立・私立とも同

じです。また、保育内容につ

いても地域の特色や保育園

の伝統等により違いはあり

ますが、基本的には同じで

す。

ひとり親家庭についても保護者の税

額を保育料一覧表に当てはめて決定

されます。ただしＣ～Ｄ２階層に該

当する場合には保育料が減免になる

場合があります。（保育料の軽減に

ついて：Ｐ１３）
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岡崎市こども部 保育課
福祉会館３階

Ｔ Ｅ Ｌ .０５６４－２３－６１４４ Ｆ Ａ Ｘ .０５６４－２３－６５４０

お問合せ先


